
大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表消防法関係の表第２号中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め、

同表第３号中「８２０，０００円」を「８３０，０００円」に、「９９０，０００円」

を「１，０１０，０００円」に、「１，１００，０００円」を「１，１２０，０００円」

に、「１，４００，０００円」を「１，４２０，０００円」に、「１，６４０，０００円」

を「１，６６０，０００円」に、「３，８５０，０００円」を「３，８８０，０００円」

に、「５，０９０，０００円」を「５，１００，０００円」に、「１，１２０，０００円」

を「１，１３０，０００円」に、「１，３３０，０００円」を「１，３４０，０００円」

に、「１，４８０，０００円」を「１，５００，０００円」に、「２，１２０，０００円」

を「２，１４０，０００円」に、「４，３３０，０００円」を「４，３５０，０００円」

に改め、同表第４号中「９１，０００円」を「９２，０００円」に改め、同表第１５

号中「９５０，０００円」を「９９０，０００円」に、「１，６５０，０００円」を

「１，７２０，０００円」に、「３，１８０，０００円」を「３，３２０，０００円」に、

「３，８９０，０００円」を「４，０６０，０００円」に、「４，４５０，０００円」を

「４，６５０，０００円」に改め、同表第１７号中「４１０，０００円」を「４３０，０００

円」に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に、「１，１６０，０００円」を

「１，２１０，０００円」に、「２，８３０，０００円」を「２，９５０，０００円」に、

「３，４７０，０００円」を「３，６２０，０００円」に、「４，０００，０００円」を

「４，１７０，０００円」に改め、同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の

表第１号中「第６条第１項各号」を「第６条第１項各号（第３号を除く。）」に改め、同

表第２号中「１００分の１０５を乗じて得た額から１５０円を控除して得た額」を「、

当該額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する税率（以下「消

費税率」という。）を乗じて得た額及び当該乗じて得た額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第７２条の８３に規定する税率（以下「地方消費税率」という。）を乗じて

得た額を加え、３，０００円に消費税率を乗じて得た額及び当該乗じて得た額に地方消

費税率を乗じて得た額を控除して得た額（以下「消費税相当額」という。）」に改め、同

表第４号中「１００分の１０５を乗じて得た額から１５０円を控除して得た」を「消費

税相当額を加えた」に改め、同表都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表第１号中

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する 

  



法律」に改め、同表金額の欄中「１００分の１０５を乗じて得た額から１５０円を控

除して得た」を「消費税相当額を加えた」に改め、同表化製場等に関する法律関係の

表第１号中「８，３９０円」を「８，４２０円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


